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【座間市のお知らせ】 862

市の人口●１２９,２７８人（＋５９８人） 
　　　　　　男６５,７７４人　女６３,５０４人 
市の世帯数●５４,０８７世帯（＋６０８世帯） 
 平成22年７月１日現在（　）は前年同月との増減 

●多重債務に関する相談は 
　市消費生活センターへ（2面） 
●みんなの健康（3面） 

平成22年 
（2010年） 

●ざまインフォメーション（4・5面） 
●森づくりボランティア募集（6面） 

大豆油インクを使用しています 

広報 

安心してボランティア活動を！
　市では市民の皆さんがボランティア活動中に怪我をした
場合などに備え、ボランティア保険に加入しています。
　市民の皆さんの事前の加入申込手続きは不要ですので、
安心してボランティア活動を行ってください。
　ボランティア保険の相談やお問い合わせは担当へ。
担当　　　　　　協働まちづくり課　1０４６（２５２）７９６６　5０４６（２５５）３５５０

◆ざまっぷ配布先
　市役所、各出張所、市公民館、北・東地
区文化センター、子育て支援センター、各
コミュニティセンターで無償配布していま
す（数に限りがあります）

◆ざまっぷダウンロード
　市ホームページ（http://www.city.zama.
kanagawa.jp/）の【子育て・教育】→
【生涯学習】と進み、「子育てに関する情
報誌『ざまっぷ』」を選択
担当　　　　　　　　　生涯学習推進課
　　　1０４６（２５２）８４７２　5０４６（２５２）４３１１
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地域情報の共有 募金活動への協力 防犯パトロール

お祭りなどの開催 地域の清掃 消防訓練

担当　　　　　　協働まちづくり課　1０４６（２５２）７９６６　5０４６（２５５）３５５０

お母さんを楽しんでいますか？

「子どもは世界で一番お母さんが大好きです」
～「ざまっぷ」はじめに…から抜粋～

担当　　　　　　　協働まちづくり課　1０４６（２５２）７９６６　5０４６（２５５）３５５０

地域での活躍！自治会に加入しましょう
　自治会は、自分たちの住んでいるまちをより良くしていこうと日ごろ
から問題解決に向け主体的に取り組んでいます。多様化する市民ニー
ズに協働で取り組む市のパートナーとして自治会は欠くことのできない
存在です。
　加入ご希望の方は、各地域の自治会長にお申し出ください。自治会長
の連絡先など詳しくは、市自治会連絡協議会事務局1０４６（２５２）８７５１にお
問い合わせください。
【主な活動】

ココココココココココココココココココココココミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーのののののののののののののののののののののの
イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャララララララララララララララララララララララククククククククククククククククククククククタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　市では、市内のコミュニティセンターのイメージア
ップを図るために、市民の皆さんに長く親しまれるキ
ャラクターを九つ募集します。
　募集について詳しくは、市ホームページまたはコミ
ュニティセンター各館に備え付けの募集要領をご覧く
ださい。
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  ZAMA

次の１または２に当てはまる方
１　次の３つのうち２つに当てはまる方
・身体障害者手帳１級または２級の交付を受けている方
・療育手帳Ａ１またはＡ２の判定を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方

２　特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方

障害要件

８月１日（基準日）現在、県内に継続して６カ月以上在住の方
※基準日の前日までの１年間（平成２１年８月１日～平成２２年７月３１日）に、継続
して３カ月を超えて医療機関や施設に入院（所）していない方

在住要件

年額６０，０００円支 給 額

年１回、１月に支給支給時期

８月２日（月）～９月１０日（金）申請期間

印、身体障害者手帳など（障害の内容が分かる物）、預貯金の通帳申請に
必要な物

市役所１階障害福祉課
※申請書は同課窓口にあります。申請場所

※年齢や所得による制限があります。
※一度認定を受けた方でも、毎年、現況についての届け出が必要です。

県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ががががががががががががががががががががががががががががが変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更ににににににににににににににににににににににににににににに県在宅重度障害者等手当制度が変更に
　８月１日から、県の在宅重度障害者等手当制度が改正されます。対象者や申請
方法などは次のとおりです。
　なお、支給の対象となるには、基準日（支給年度の８月１日）時点で障害要件
と在住要件のすべてを満たす必要があります。

担当　　　　　　　　　　　　　障害福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

担当　　　　　　　　　　　　　長寿介護課　1０４６（２５２）７０８４　5０４６（２５２）８２３８

身体的虐待　暴力行為などで、身体的に傷やあざ、痛みを与える行為
※例えば、たたく、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛り付けるなど。
心理的虐待　威圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせによって苦痛を与えるよ
うな行為
※例えば、怒鳴る、ののしる、無視をするなど。
経済的虐待　財産や金銭の無断使用や、本人が望む金銭の使用を理由なく制
限するような行為
※例えば、必要な金銭を渡さない、使わせないなど。
性的虐待　本人の合意も無く性的な行為を行なったり、強要する行為
※例えば、懲罰的に下半身を裸にして放置するなど。
介護放棄　養護者等が介護と世話を放棄するような行為
※例えば、食事を与えない、入浴させない、必要な医療・介護サービスを受
けさせないなど。

〇相談先　　座間市消費生活センター（市役所３階広聴相談課内）
〇専用電話　1０４６（２５２）８４９０
〇受付時間　毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午、午後１時～３時
３０分（偶数月の第２水曜日は午後のみ）

担当　　　　　　　　　　広聴相談課　1０４６（２５２）８２１８　5０４６（２５２）０２２０

連絡先住　所担当地域事業所名
1０４６（２６６）５２２２
5０４６（２５６）０６５０相模が丘６－２７－９相模が丘、広野台、小松原相模台

地域包括支援センター
1０４６（２５８）２０３０
5０４６（２５７）１８０３栗原１２６１－１栗原、相武台、ひばりが丘、

東原
ベルホーム
地域包括支援センター

1０４６（２６６）２００５
5０４６（２６６）２００９緑ケ丘１－２－１緑ケ丘、立野台、栗原中央、

南栗原、西栗原、さがみ野
座間市社協
地域包括支援センター

1０４６（２５６）９００７
5０４６（２５１）８３８３新田宿６２３新田宿、四ツ谷、座間、明王、

入谷
地域包括支援センター
第二座間苑
※いずれの地域包括支援センターも、業務時間は午前８時３０分から午後５時までです。

　借金でお困りの方へ　
多重債務に関する相談は　　　　　
　　　　　市消費生活センターへ

　近年、多重債務に関するトラブルが急増し社会問題化するなかで、市へ
の問い合わせも増えています。 
　市消費生活センターでは、借金で苦しんでいる方の相談をお受けしてい
ます。

〈多重債務とは〉 
　多重債務とは、複数の貸金業者から借金や債務を重ねたり、その返済の
ために新たな借り入れを繰り返したりする状態をいいます。 
　多重債務を防ぐには、返済のための借金をしないことが必要です。もし、
収入の中で返済ができなくなったら、一人で悩まずにすぐに市消費生活セ
ンターに相談してください。

〈多重債務に陥ったら〉 
　多重債務者となってしまった場合、自分自身で解決することはとても困
難です。しかし、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することで
必ず解決します。
　債務整理の方法としては、任意整理、特定調停、個人版民事再生、自己
破産の四つの方法がありますが、どの方法がよいかは、借りた方の状況に
よって異なります。
　市消費生活センターでは、適切な整理方法が取れるように法律専門家を
ご案内しますので、まずは電話でご連絡ください。

〈貸金業法改正のポイント〉 
　平成２２年６月１８日に貸金業法が改正されました。この改正により、貸金
業者からの借入れについて次のように変更になりました。 
・借入総額が年収の３分の１を超える場合は、新規の借入れができなくな
ります。

・借入れの際、基本的に、年収を証明する書類を提出する必要があります。
・専業主婦（主夫）の方は、配偶者の年収を証明する書類、同意書などの
提出が必要になります。

・上限金利が引き下げられます（借入額に応じて１５㌫～２０㌫）
※同法の改正点について、ご不明な点、ご不安なことがありましたら、市
消費生活センターにお問い合わせください。

特別障害者手当・
障害児福祉手当現況届を受け付け

　特別障害者手当と障害児福祉手当は、日常生活において特別の介護を必
要とする、在宅重度障害（児）者が国から受ける制度です。
　市では、この手当ての受給者の現況届を受け付けます。お手元に届いて
いる通知書に、本人または家族が必要事項を記入の上、９月１０日（月）ま
でに担当に提出してください。
○受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
○受付場所　市役所１階障害福祉課
○持ち物　通知書、身体障害者手帳または療育手帳、本人の預金通帳（郵
便局を除く）、印、同居家族全員の前年分の確定申告書または源泉徴収
票の写し

☆新規申請は随時受け付け
　新規の特別障害者手当や障害児福祉手当の申請については、随時受け付
けています。ただし、医療機関に３カ月以上の入院や施設に入所中の方、
または所得が一定の額を超える方は対象になりません。対象要件や手続方
法、持ち物など詳しくは、担当にお問い合わせください。

担当　　　　　　　　　　障害福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域でででででででででででででででででででででででででで防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごうううううううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐虐待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待
　高齢者が地域で安心して安全に暮らすことのできるまちづくりを実現するため
には、高齢者虐待の兆候を早期に発見し、深刻な事態になる前に解決や緩和を図
っていくことが大切です。
　高齢者虐待はだれにでも起こりうる身近な問題です。高齢者虐待を未然に防ぐ
ためには地域の温かい声掛けや見守りが必要です。家庭内や施設内での高齢者虐
待に気付いた場合は、下表の相談窓口（地域包括支援センター）にご相談くださ
い。
◆高齢者虐待とは
　養護者（高齢者を養護している家族、親族、同居人など）や、要介護施設従事
者など（介護保険施設などの入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉
法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職
員）が行なう次のような行為が虐待に当たります。
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担当　保健医療課 　 保健係 046（252）7225 　 予防医療係 046（252）7213 046（252）7043保 予 

▽とき＝８月１１日（水）午後１時１５分～２時１５分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対象
＝平成２２年４月生まれ（対象者には個人通知します）
と対象月に受けられなかった６カ月未満児

▽とき＝８月２０日（金）午前９時３０分～１０時３０分▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝身体測定と食事・発
育状態・育児の相談▽持ち物＝母子健康手帳▽申込方
法＝直接会場へ

▽とき＝８月２４日（火）午後２時～３時３０分（受け付
けは午後１時５０分まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝新しい友達をつくりたい保護者のための教室。
赤ちゃんと楽しく遊ぶ▽対象＝３カ月～４カ月児とそ
の保護者▽定員＝３０人（申込順）▽持ち物＝母子健康
手帳、バスタオル▽申込方法＝電話予約

▽とき＝８月２４日（火）午前１０時～１１時３０分（受け付
けは午前９時５０分まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝離乳食のすすめ方、子どもの発達について▽
対象＝おおむね生後７カ月～８カ月児とその保護者
（離乳食が２回食の赤ちゃん）▽定員＝３０人（申込順）
▽持ち物＝母子健康手帳、ティースプーン▽申込方法
＝電話予約

▽ところ＝市民健康センター▽対象＝初産で妊娠２０週
～３１週の方と夫▽受講料＝５００円（テキスト代）▽持ち
物＝母子健康手帳、筆記用具▽申込方法＝８月１７日
（火）までに電話で担当へ

▽とき＝８月１０日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成２２年４月生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳をお
持ちになり受診してください。

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝平成２１年１月
生まれ◆歯科▽とき＝４日、１８日いずれも水曜日午前
９時３０分～１０時３０分▽ところ＝市民健康センター▽対
象＝平成２０年１２月生まれ

▽とき＝８月２５日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
と育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）▽対
象＝平成２０年７月生まれ
▽持ち物＝母子健康手
帳、歯ブラシ▽申込方法
＝直接会場へ（事前通知
はありませんのでご注意
ください）

▽とき＝８月３日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成１９年２月生まれ▽持ち物
＝母子健康手帳

▽とき＝８月２３日（月）午前９時３０分～１０時３０分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝身体測定、
尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談、禁煙相談（対
象は１カ月以内に禁煙を始めたい方。要予約）▽持ち
物＝健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝随時▽ところ＝市役所１階保健医療課▽内容
＝食事療法や健康全般についての栄養士・保健師によ
る相談▽持ち物＝健康手帳（お持ちでない方には当日
発行）▽申込方法＝電話予約

ＢＣＧ接種 保予 母親父親教室 保

保育児相談

救急診療 ※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないように！ 予

※聴覚障害者専用問い合わせ先　5０４６（２５１）５２６３
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
1０４６（２５２）９０９０内　科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯　科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）1０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外科・婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆休日（日曜日・祝日）昼間

◆夜　間

受付時間診療場所電話番号診療科目
月曜～金曜日　　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外　科
月曜～金曜日　　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆深　夜

診療時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター1０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

保なかよしベビークラス

保もぐもぐ教室

内　　　容と　　　き
妊娠中の生活、赤ちゃんとの触れ
合い体験

午後２時
　～３時４０分８月２４日（火）

産後の過ごし方と赤ちゃんの世話、
骨密度測定、栄養の話

午後２時
　～４時　　２７日（金）

歯の話、妊婦体操、お産の流れと
呼吸法

午後２時
　～４時９月３日（金）

赤ちゃんの 沐  浴 、妊婦疑似体験、
もく よく

これからに向けて
午前９時３０分
　～１１時４５分　　４日（土）

４カ月児健康診査 保

８～１０カ月児健康診査 保

１歳６カ月児健康診査 保

２歳児歯科健康診査 保

女性の健康セミナー
～骨粗しょう症と健康づくり教室～

○と　き　８月２６日（木）午後１時１５分～４時
○ところ　市民健康センター
○対　象　４５～６４歳の女性
○内　容　骨密度測定、骨を丈夫にする食事の話と
運動（実技）
○定　員　３０人（申込順）
○持ち物　健康手帳（お持ちの方）、汗ふきタオル、
飲み物、脱ぎやすい靴下（骨密度は素足で測定） 
※動きやすい服装・運動靴でご参加ください。
○申込方法　８月２０日（金）までに電話・ファクスま
たは直接担当へ
担当　　　　　　　　　　　　　　　　保健医療課
　　　　　　　　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５２）７０４３

骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会骨密度測定会

○と　き　①８月１７日（火）午後２時～４時こ
ろ②２３日（月）午前９時２０分～１１時３０分ころ

○場　所　市民健康センター
○対　象　２０歳以上で、ここ１年間で一度も骨
密度を測ったことのない方
○持ち物　筆記用具、脱ぎ
やすい靴下（骨密度は素
足で測定）
○定　員　各日５０人（申込
順）
○申込方法　電話で担当へ
担当　　　　　　　　　　　　　　保健医療課
　　　　　　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５２）７０４３

３歳６カ月児健康診査 保

健康相談 保

個別健康相談 保
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　市では下記の日程で、児
童扶養手当、特別児童扶養
手当の受給資格者の現況届
を受け付けます。これは、
８月分以降の手当を受けら
れるかを審査するもので
す。手続きをしない場合、以後の手当が受けられ
なくなります。
　現況届の提出が必要な方は次のとおりです。必
ず受給資格者本人が、市から送られた通知書をお
持ちの上、期間中に手続きをしてください。また、
手続き方法についても、事前に通知書で確認して
ください。
【児童扶養手当】
○対　象　両親の離婚や父親の死亡などによって、
父親と生計を同じくしていない１８歳未満の児童
を養育している母子家庭の母など（公的年金を
受給している場合は対象外）

○提出日　８月２日（月）～３１日（火）
【特別児童扶養手当】
○対　象　知的障害または身体障害の状態にある
児童を養育している保護者など

○提出日　８月１１日（水）～９月１０日（金）
【共通事項】
○受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（原則
土曜・日曜日は除く）

　※ただし、８月１４日、２８日いずれも土曜日につい
ては、午前８時３０分から正午まで受け付けます。

○ところ　市役所１階子育て支援課
○持ち物　通知書、印、いず
れかの手当証書など

○申請方法　直接担当へ
※どちらの手当も、支給要件
や所得制限があります。詳し
くは、担当にお問い合わせく
ださい。
担当　　　　　　　　　　　　　　子育て支援課
　　　　　　　1０４６（２５２）７２０１　5０４６（２５２）７０４３

お忘れなく！
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。
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　市では、市商工会に委託し、商工
業実態調査を実施します。これは、
市内事業所を７月から１２月ごろにか
けて調査員が巡回し、事業所の実情
を調査することで、今後の市の経済
の活性化や商工業振興のための基礎
資料とすることを目的としているも
のです。
　また、同時期に駅前や商業店舗、
商店街などで消費者動向調査を行う
予定です。市民の皆さんは、アンケ
ートにご協力をお願いします。
問い合わせ先　　　　　　市商工会
　1０４６（２５１）１０４０　5０４６（２５４）２２２０
担当　　　　　　　　　商工観光課
　1０４６（２５２）７６０４　5０４６（２５５）３５５０

　精神疾患を持つ方のご家族が、「病
気についての理解や日ごろの悩み・
対応方法」などを学習したり気兼ね
なく話せたりする場です。
○と　き　８月１７日（火）午後１時
３０分～３時３０分
○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター）３階講習室
○内　容　「退院したい」を応援し
ます。地域生活移行支援事業（退
院促進）について
○講　師　ゆいまーる職員
○対　象　市内在住の自立支援医療
受給者証または精神保健福祉手帳
を所持する方のご家族
○申込方法　８月１６日（月）までに
電話、ファクスまたは直接担当へ
担当　　　　　　　　　障害福祉課
　1０４６（２５２）７０８５　5０４６（２５２）７０４３

　６５歳から６９歳までの一人暮らし世
帯（住民税非課税世帯）の方を対象
に、医療費の自己負担分の一部を助
成する「ひとり暮らし高齢者医療費
助成制度」は、平成１４年１０月から、市
独自の事業として実施してきたとこ
ろですが、９月３０日をもって、廃止
することになりました。
　なお、現在、この助成制度を利用
されている方および上記の条件に該
当し、昭和２０年１０月１日以前に生ま
れた方で、期限内までに申請手続き
をされた方は、７０歳になるまで引き
続き助成を受けることができます。
詳しくは、担当にご確認ください。
担当　　　　　　　　　保健医療課
　1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３

　市では、市内在住あるいは本市を
活動場所としている美術系アーティ
スト（絵画、版画、工芸、彫塑など
の創作活動をする方。プロ・アマを
問いません）の交流団体を設立しよ

うと、現在アーティストファイルを
準備中です。
　作家同士の交流や、市の芸術文化
振興に興味のあるアーティストの皆
さんの登録をお願いします。
　なお、参加アーティストについて
は、市のホームページに名前、ジャ
ンルを掲載するとともに、交流会、
作品展の企画、ワークショップの開
催などを予定しています。
担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４７６　5０４６（２５２）４３１１

○と　き　８月１０日（火）午前９時
３０分～
○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当　　　　　　　　　教育管理課
　1０４６（２５２）８３４７　5０４６（２５２）４３１１

　市青少年問題協議会では、善い行
いをした青少年に、善行ほう賞を実
施しています。
〇ほう賞対象　２５歳未満の市内在
住・在勤・在学者で、次のいずれ
かの行いに該当する方または団体

　①隣人、友人などに対する援助や
善い行いに尽くした行為

　②社会福祉施設または、社会的弱
者に対する訪問、激励、介護、
その他の各種奉仕、もしくは、
金品の寄付やその他社会福祉に
尽くした者

　③子ども会の指導、年少者の教育、
指導、非行少年の補導などに尽
くした者

　④防犯、防火、人命の救助救急看
護などに尽くした行為

　⑤家庭または親族間における、善
い行い、倹約などに尽くした者

　⑥清掃美化その他環境衛生に尽く
した者

　⑦交通整理、水難防止その他事故
防止に尽くした者

　⑧その他善行と認められる者
〇推薦方法　担当に備え付けの「青
少年善行ほう賞推薦書」に必要事
項を記入の上、１０月１日（金）ま
でに直接担当へ

※推薦内容を慎重に審査の上、受賞
者または受賞団体を決定し、「市青
少年健全育成大会」で表彰します。
担当　　　　　　　　　　青少年課
　1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

　市青少年問題協議会では、日常生
活の体験を基に、その意見を発表す
る「中学生の主張作文コンクール」
の作文を募集します。
〇応募資格　市内在住の中学生
〇課　題　①私たちと環境保護②命
を考える③私が社会や他人のため
にできること④私の学校生活⑤私
と家族⑥私が大人に望むこと⑦私
の人生への夢⑧ネット社会に生き
る⑨身近な国際化を考える

〇応募方法　課題の中から１題を選

んで４００字詰め原稿用紙４枚程度
にまとめ、９月３日（金）までに
〒２５２－００２３立野台１－１－４青少
年センター内青少年課に郵送（当
日消印有効）または持参

　※一人１点に限ります。題名（タ
イトル）は課題に沿ったものであ
れば自由です。

※応募作品を慎重に審査の上、最優
秀賞、優秀賞を決定し「市青少年健
全育成大会」で表彰するほか、作品
集冊子を作製する予定です。
担当　　　　　　　　　　青少年課
　1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

▼小松原１丁目児童遊園地＝５日・
１９日午前１０時３０分～１１時３０分▼相模
が丘４丁目多目的広場＝６日・２０日
午前１０時３０分～１１時３０分▼ＮＴＴ栗
原社宅＝１１日・２５日午前１０時３０分～
１１時３０分▼東原共同住宅８号棟前＝
１２日・２６日午前１０時３０分～１１時３０分
▼ひばりが丘南児童館＝１４日・２８日
午後２時３０分～３時３０分
※雨天中止。
担当　　　　　　　　　　　図書館
　1０４６（２５５）１２１１　5０４６（２５２）５７０４

【障害者激励１泊旅行】
○と　き　①９月２５日（土）～２６日
（日）②９月２９日（水）～３０日（木）
（いずれも１泊二日）

○ところ　湯河原温泉と富士山
○対　象　市内在住の障害者とその
介護者

○負担金　一人８，０００円
【腎機能障害者に入浴券を配布】
　市内在住の腎機能障害者を対象に
相模健康センター（東原３丁目）の
入浴券セットを配布します。
○負担金　６，０００円
【共通事項】
○申込方法　８月１３日（金）までに、
電話またはファクスで担当へ

※今年度の日帰りバス旅行に参加し
た方は申し込みできません。
担当　　市障害者団体連合会事務局
　　　　　（市社会福祉協議会内）
　1０４６（２６６）２００１　5０４６（２６６）２００９

○と　き　８月８日、２２日いずれも
日曜日午前７時～８時（雨天決行）

○ところ　市役所ふれあい広場（雨
天時は市役所１階アトリウム）

○販売品　地場産野菜、農産物・肉
加工品、花き、市特産品など

○持ち物　マイバック（買い物袋）
担当　　　　　　　　　　　農政課
　1０４６（２５２）７６０１　5０４６（２５５）３５５０

○と　き　８月２９日、９月５日、１９
日いずれも日曜日午後１時～４時

（全３回）
○ところ　県立座間谷戸山公園パー
クセンター講座室

○内　容　「竹と和紙」をテーマに、
竹かごや竹 灯 りを作る

あか

○定　員　１５人（申込順）
○参加費　３，０００円（材料代など）
○申込方法　８月１６日（月）までに
参加費を添えて、直接市観光協会
（相武台３－４８５１－１０ニッパイビ
ル）へ

問い合わせ先　　　　　市観光協会
　1０４６（２０５）６５１５　5０４６（２０５）６５１６
担当　　　　　　　　　商工観光課
　1０４６（２５２）７６０４　5０４６（２５５）３５５０

○と　き　８月１８日（水）午後１時
～３時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）

○申込方法　電話・ファクスまたは
直接担当へ

※傷害保険に加入していますが、免
責事項に該当する場合や保険の支払
額を超える場合は自己負担になりま
す。送迎や身体介護はしません。
担当　　　　　　　　　障害福祉課
　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

○と　き　８月６日（金）午前１０時
～正午

○ところ　緑ケ丘 圃 場（集合は座間
ほ

中学校東側のハーモニーホール座
間臨時駐車場前）

○内　容　親子で楽しくブルーベリ
ー狩りをする

○対　象　未就園児とその親
○定　員　１５組（申込順）
○主　催　ニコニコキッズ
○参加費　一組１，０００円（兄弟など参
加の場合は、別途５００円）

○申込方法　電話またはファクスで
担当へ

担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４７２　5０４６（２５２）４３１１

【テニス】
○と　き　８月２９日、９月５日いず
れも日曜日午前９時～（雨天時は
９月１２日（日）に順延）

○ところ　ひまわり公園テニスコー
トほか

○種　目　▽男子一般・４５歳以上、
５５歳以上▽女子一般・４０歳以上
○競技方法　ダブルストーナメント
方式

○参加資格　市内在住・在勤・在学
者と市テニス協会員

○参加費　１組１，８００円
○申込方法　８月１３日（金）までに、
〒２５２－０００３ひばりが丘２－８－１２
市テニス協会事務局（ファースト
テニスコート内）あて郵送、直接持
参または電話で1０４６（２５６）３８９１へ

【卓　球】
〇と　き　９月５日（日）午前９時～
〇ところ　スカイアリーナ座間（市

「商工業実態調査」にご協力を

家族教室開催

障害者スポーツ教室

「ひとり暮らし高齢者医療費
助成制度」を廃止します

教育委員会 8 月定例会

アーティストファイルへの登録を

青少年善行ほう賞候補者の推薦を

中学生の主張作文コンクール

移動図書館ひまわり号巡回日程

障害者向け各種事業

月２回開催　ざま市民朝市

竹細工体験ツーリズム

家庭教育委託講座
「親子ふれあい講座」

市総合体育大会

広報ざま【座間市のお知らせ】No.８６２　　平成２２年（２０１０年）８月１日●４ 

民体育館）３階大体育室
〇対　象　市内在住・在勤・在学者、
市卓球協会登録者

○種　目　男女シングルス（１部～
４部）

　※４部は初心者が対象。前年２位
以上の方は、１クラス上の部で競
技のこと。

○競技方法　参加人数により、トー
ナメントまたはリーグ戦方式

〇参加費　１００円（高校生以下５０円、
保険代）

〇申込方法　８月１９日（木）までに、
〒２５２－００２１緑ケ丘３－２７－７座間
卓球センター（大木）あて郵送また
は電話、ファクスで15０４６（２５４）
９６６１へ
担当　　　　　　　　　スポーツ課
　1０４６（２５２）８１７７　5０４６（２５２）４３１１

○と　き　８月２７日（金）午後６時
３０分～８時３０分（午後６時～受付）
○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）３階大体育室

○対　象　小学生～大人（小学生は
大人同伴）

○持ち物　運動のできる服装、体育
館シューズ、タオル

○申込方法　８月２４日（火）までに
電話または直接担当へ

担当　　　　　　　　　スポーツ課
　1０４６（２５２）８１７７　5０４６（２５２）４３１１

○と　き　８月２１日（土）午前１０時
～正午

○ところ　リサイクルプラザ工房室
○内　容　木材を再利用し、パタパ
タ（からくりおもちゃ）を作る

○対　象　市内在住・在勤・在学者
○定　員　２０人（申込順）
○参加費　２００円（材料代）
○持ち物　ぞうきん
○申込方法　８月１９日（木）までに
電話または直接担当へ

担当　　　　　　リサイクルプラザ
　1０４６（２５２）７９６３　5０４６（２５２）７９６４

◆夏休みクラフトスクール
○と　き　８月１２日（木）午後１時
３０分～４時
○内　容　ぱたぱた作り
○対　象　小学４年生以上
○定　員　１５人（申込順）
○参加費　５００円（材料代）
○持ち物　３．５センチメートル四方
の絵１２枚、タオル

○申込方法　８月１０日（火）までに
電話、ファクスまたは直接担当へ

◆おもちゃ病院
○と　き　８月２１日（土）午前１０時
～正午（受付は１１時３０分まで）

○内　容　壊れたおもちゃの修理
　※修理できない物もあります。
○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　２０組（先着順）
○費　用　無料（部品代などが掛か
る場合あり）

○参加方法　当日直接同館へ

◆夏休みおはなし会
○と　き　８月２５日（水）午前１０時
３０分～１１時１５分
○内　容　お話、紙芝居、絵本、パ
ネル、手遊び

○参加方法　当日直接同センターへ
◆科学教室「天才になろう」
～地球・星・宇宙～

○と　き　８月２９日（日）午前９時
３０分～正午
○内　容　地球や宇宙のしくみを調
べる

○対　象　市内在住の小学３年～６
年生（親子可）

○定　員　３０人（申込順）
○申込方法　８月２０日（金）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆幼児をもつファミリー学級～ふる
さと「座間」でお話コミュニケー
ション～

○と　き　９月１６日～１１月２５日毎週
木曜日午前１０時～正午（全１０回）

○内　容　絵本、テーブルクラフト、
災害対策、ケーキデコほか

○対　象　幼児を持つ保護者
○定　員　２５人（多数抽選）
○参加費　無料（実習材料代は実費）
○保　育　５００円（おやつ代ほか）
　※保育説明会を９月９日（木）午
前１０時から開催します。

○申込方法　８月１７日（火）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆「ひまわりらんど」のボランティ
アスタッフ募集

○と　き　８月２１日（土）午前１０時
～午後５時、２２日（日）午前８時
３０分～午後４時
○内　容　祭りの前日準備と当日の
手伝い（２日間のうち、都合のつ
く日・時間だけでも可）

○対　象　市内在住・在学の青少年
　（中学～大学生、専門学校生）
○申込方法　８月１８日（水）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆親子でふるえるこわいおはなし会
○と　き　８月２１日（土）午後６時
３０分～７時３０分
○内　容　子どもたちの好きな怖い
話を中心としたお話会

○対　象　市内在住・在学の小学生
（ある程度の怖い話が聞ける方）
とその親

○定　員　３０組（申込順）
○申込方法　電話または直接同館へ

◆固定資産税課事務補佐員
○募集人員　①土地事務１人②家屋
事務１人

○応募資格　①②２０歳以上の健康で、
登記簿謄本の内容を正確に転写が
でき、登記内容の秘密を厳守でき
る方②パソコン操作のできる方

○業務内容　法務局からの①土地登
記済通知書に基づく土地台帳の修
正、加筆等処理業務②家屋登記済
通知書に基づく家屋台帳の修正、
加筆等処理業務および償却資産デ
ータの入力業務

○勤務期間　①９月１５日～平成２３年
１月１４日②１０月１日～平成２３年２

月１５日いずれも毎週月曜～金曜日
（土曜・日曜日、祝日、年末年始
を除く）午前９時３０分～午後４時
○賃　金　時給８０４円～８８４円
○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項を記入し、８
月１３日（金）までに本人が担当に
持参
○選考方法　面接、筆記試験（８月
１９日（木）、２０日（金）予定）、
健康診断
担当　　　　　　　　固定資産税課
　1０４６（２５２）８０４３　5０４６（２５５）３５５０
◆統計事務非常勤職員
○募集人数　①３カ月勤務８人②４
カ月勤務２人
○業務内容　統計調査の事務補助な
ど
○勤務期間　①１０月１日～１２月２８日
②１０月１日～１月３１日午前９時３０
分～午後４時（土曜・日曜日、祝
日を除く）
○賃　金　時給８０４円～８８４円
○選考方法　面接、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項を記入し、８
月１３日（金）までに本人が担当に
持参
担当　　　　　　　　　　　政策課
　1０４６（２５２）８３７９　5０４６（２５５）３５５０

○動物ふしぎ発見ツアー
▽とき＝９月１１日（土）午前８時～
午後４時３０分▽ところ＝多摩動物公
園▽集合場所＝本厚木駅南口改札前
▽内容＝動物ウォッチング、チンパ
ンジーの生活体験、動物解説員の話
ほか▽対象＝小学生または小学生親
子▽定員＝５０人（多数抽選）▽参加
費＝大人５００円・子ども３００円▽申込
方法＝氏名・学年・住所・電話番号
を明記し、８月２０日（金）までに県
青少年協会〒２２２－００２４横浜市港北区
篠原台町６－１６へはがきで郵送また
はファクスで5０４５（４０２）０３６２へ
○高座施設組合温水プール水泳教室
▽とき＝９月～１０月▽ところ＝高座
施設組合温水プール▽内容＝①成人
向け教室、初心者・クロール初級・
中級・バタフライ・アクアウオーキ
ング・ボディシェイプ②子ども向け
教室、幼児水泳教室Ａ・Ｂ・小学生
初心者・クロール初級・中級・平泳
ぎ・親子プール体験教室Ａ・Ｂ▽申
込方法＝８月３１日（火）までに電話
で同プール1０４６（２３８）８７８０へ

みんなの広場 

北地区文化センター
1０４２（７４７）３３６１ 5０４２（７４７）８５４２

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１ 5０４６（２５３）０７８９

図書館
1０４６（２５５）１２１１ 5０４６（２５２）５７０４

青少年センター
1０４６（２５３）８４１１ 5０４６（２５９）２１６３

市公民館
1０４６（２５５）３１３１ 5０４６（２５２）２７７６

ファミリーバドミントン・
ソフトバレーボール教室

パタパタを作ろう

と　こ　ろと　　　き区　分
1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と午後１時
～３時３０分（１１日（水）の相談は午後のみ）

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所３階相談室
※２日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（２５分
以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時３０分
～９時
毎月第２・第３水曜日午後１時３０分～４時
３０分

１０日夜
１１日　
１７日夜
１８日　
２４日夜

弁 護 士

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分１９日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１２日
１９日

行 政 書 士
（相続・遺言書）

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２６日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（１２日まで受け付け）１３日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時３０分

市 民 一 般
担当　広聴相談課 1０４６（２５２）８２１８

市役所３階相談室毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分１０日人 権

市役所３階市民人権課毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～正午と午後１時
～５時１５分ドメスティック

バイオレンス 担当　市民人権課 1０４６（２５２）８４８３

サニープレイス座間
８月は第４火曜日午後１時３０分～４時
（電話予約制。２３日までに（社）かながわ住
まい・まちづくり協会1０４５（６６４）６８９６へ）

２４日住まい探し
（高　齢　者）

担当　長寿介護課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階障害福祉課

毎週火曜・金曜日午後１時～５時
（予約制（電話可））

障 害 児 者
（身体・知的）

毎週火曜・木曜・金曜日午前１０時～正午と
午後１時～３時（予約制（電話可））障 害 者

就 労 支 援 担当　障害福祉課 1０４６（２５２）７１３２

ふれあい会館２階毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１９日
駐留軍離職者

担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４
市役所１階子育て支援課

相談専用電話
1０４６（２５５）０５００

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～４時児 童

市役所１階子育て支援課毎週月曜～金曜日午前９時～午後５時
母子・父子家庭

担当　子育て支援課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時
教 育

担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

市役所５階教育指導課毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午
午後１時～５時（予約制（電話可））

就 学
（障害児対象）

1０４６（２５９）２１６４
（電話相談のみ）毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時子どもいじめ

ホットライン 担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

相談はいずれも無料です。

８月の相談日

８月に納めていただくのは
▽市県民税（第２期）▽国民健康保険税（第３期）
※最寄りの市指定金融機関（ゆうちょ銀行を含む）、郵便局、市役所
または各出張所で納めてください。使用料などもお忘れなく。
※納期限を過ぎると、延滞金を納めていただく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分から正午まで、市役所において
市税、国民健康保険税の納付窓口を開設しています（８月は１４日・
２８日）。
※詳しい内容は収納課1０４６（２５２）８０２１へ（国民健康保険税については
国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。
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◆平成２２年（２０１０年）８月１日発行
◆座間市秘書室情報推進課編集
　〒２５２-８５６６
　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号
　1０４６（２５５）１１１１（代） 5０４６（２５５）３５５０
　URL：http://www.city.zama.kanagawa.jp/
　　　：http://www.city.zama.kanagawa.jp/m/

携帯電話対応
ウェブサイト
QRコード

今月のロビーコンサート 今月のロビーコンサート 
「サマータイム～暑い夏を熱いピアノとともに」
○と　き　８月１１日（水）午後０時３０分～０時５０分
○ところ　市役所１階市民サロン
○曲　目　ガーシュイン作曲「パリのアメリカ人」
　　　　　ガーシュイン作曲「サマータイム」
　　　　　バーンスタイン作曲「アメリカ」ほか
○演奏者　ピアノ　杉山直子さん、久森成子さん

 野  下 　 楚 礼   ちゃん
の した そ ら

Ｈ２１．１０．２１生まれ　女
ひばりが丘１丁目

 本  郷 　
ほん ごう

 竣 士
しゅん

   ちゃん
じ

Ｈ２１．１１．２３生まれ　男
南栗原４丁目

 野  中 　
の なか

 來 人   ちゃん
らい と

Ｈ２１．８．１０生まれ　男
緑ヶ丘３丁目

 木  村 　 優 月   ちゃん
き むら ゆ づき

Ｈ２１．９．２９生まれ　女
相武台３丁目

赤ちゃんの写真を募集します
○対象　平成２２年８月１日現在で、１歳未満の市内在住の赤
ちゃん
○応募方法　カラー写真の裏面に保護者の住所・氏名・電話
番号、赤ちゃんの氏名（ふりがな）・生年月日・性別を明
記し、〒２５２－８５６６　市役所情報推進課あて郵送または持参
○申込期限　８月１０日（火）（当日消印有効）
※応募者多数の場合は抽選とし、掲載が決定した方に連絡し
ます。なお、応募写真は返却しません。

ここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちはははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
こんにちは
赤ちゃん
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　東海地震の警戒宣言が発令されると、小田急小田原線は新宿駅と相武台
前駅の間で折り返し運転を行うなど、運行規制が取られます。これにより、
乗り換え駅である相模大野駅とその周辺では混乱が予想されます。さらに、
相模大野駅から小田原方面の鉄道利用者は、徒歩での帰宅を余儀なくされ
る恐れがあります。
　そこで、市では、相模原市と合同で駅前混乱防止対策訓練と帰宅困難者
対策訓練を実施します。皆さんの参加をお待ちしています。
○と　き　８月２９日（日）午前９時～午後１時
　※荒天や非常事態が発生した場合は中止となります。
○内　容　相模大野駅ホームから相模大野中央公園を経て県立相模大野高
校体育館へ移動。体育館で「災害時の歩き方講習」を受講後、各自、小
田急相模原駅北口駅前広場までの徒歩帰宅訓練を実施
○参加費　無料
○定　員　１００人（申込順）
○申込方法　８月２日（月）～１３日（金）の午後５時までに、電話かファ
クス、または電子メールで、代表者の住所、氏名、電話番号、参加人数
を「相模原市都市鉄道・交通政策課」へ
　1０４２（７６９）８２４９　5０４２（７５７）６８５９
　電子メール　toshikoutsu@city.sagamihara.kanagawa.jp
　※相模原市と合同で実施する関係で、相模原市が参加者の受け付けを行います。
　※参加者には、事前に訓練内容の詳細を相模原市から通知します。
担当　　　　　　　　　　安全対策課　1０４６（２５２）７３９５　5０４６（２５２）７７７３
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　市内の事業所に勤務する優良な技能者・従業員で、その事業主や団体か
ら推薦された方のうち、表彰選考会が選考した方を市が表彰します。次の
とおり推薦してくださるようお願いします。
○対　象
　技能功労者　①技能職として同一職業に３０年以上従事した５５歳以上の方
②優れた技能を持ち、他の模範となっている方③後進の指導育成などに
よって業界の発展に尽くした方
　優良技能者　①技能職として同一職業に１０年以上従事している方②優良
技能者にふさわしい優れた技能を持ち、他の模範となっている方
　優良従業員　①市内事業所に勤務する従業員で勤続年数が１０年以上の方
②人物、実績が優秀で他の従業員の模範となり、推薦者が表彰に値する
と認める方（家族従業員を除く）
　※推薦人数は、各表彰項目について１事業所一人です。
○表彰の基準日　９月１日（水）
○応募方法　事業主や団体の長が、市役所４階商工観光課、各出張所また
は市商工会（座間２－２８８７－２）に備え付けの「技能功労者等及び優良
従業員推薦調書」に必要事項を記入の上、８月２日（月）～３１日（火）
に担当に提出（郵送可）
○表彰日　１１月を予定
担当　　　　　　　　　　商工観光課　1０４６（２５２）７６０４　5０４６（２５５）３５５０
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　森林は、水をはぐくみ、空気をきれいにするほか、洪水や土砂崩れを防
ぐなど、わたしたちに多くの恵みをもたらしています。しかし、木々の成
長には長い時間を必要とし、森林を豊かに育てるには、わたしたち一人一
人が考え、行動することが求められています。
　そこで市では、自然保護思想啓発活動の一環として、森づくりボランテ
ィアに参加していただける方を募集します。同ボランティアは、公園内に
現存する樹林地を良好に保つため、下草刈り、枝打ちなどの森林の手入れ
を実施します。初めての方でも参加できる
よう安全な場所を選び、作業の進め方につ
いても県森林インストラクターが指導しま
すので安心です。ぜひご参加ください。
○と　き　９月１７日（金）午前９時～午後
１時（雨天の場合は２２日（水）に順延）
○ところ　芹沢公園内
○定　員　４０人（申込順）
○申込方法　９月３日（金）までに電話で担当へ
担当　　　　　　　　　　公園緑政課　1０４６（２５２）７２２１　5０４６（２５５）３５５０

青空の下での講習風景
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○と　き　８月２１日（土）午前１０時３０分～正午
○ところ　グリーンホール相模大野　多目的ホール
○講　師　宇宙航空研究開発機構（JAXA）
　　　　　名誉教授・技術参与　的川泰宣さん
○対　象　１５歳以上の方
○定　員　２３０人（申込順）
○申込方法　８月１０日（火）までに、電話で相模原
市総合学習センター1０４２（７５６）３４４３へ

担当　　　　　　　　生涯学習推進課　1０４６（２５２）８４７２　5０４６（２５２）４３１１
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原水爆禁止募金運動月間

　市原水爆禁止協議会では、核兵器廃絶と恒久平和を願い８
月を「市原水爆禁止募金運動月間」と定め、自治会を通じて募金を実施し
ます。皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いします。
　また、８月６日（金）には、座間駅など市内７カ所で同協議会役員によ
る街頭募金を行います。
　なお、いただいた浄財は、市民映画会、原爆写真パネル・平和ポスター
展の開催費用、市内在住で今なお被爆の後遺症に苦しむ方への見舞金の贈
呈、広島市、長崎市、および両市の原爆病院への援護金などに使用しま
す。

犠牲者の冥福と恒久平和を祈り黙とうを

　原爆が投下された日時に合わせて、市内の神社や寺院にご協力いただき
鐘が一斉に鳴らされます。原爆犠牲者の冥福と恒久平和を祈り、家庭や職
場で黙とうをささげましょう。
◇広島　８月６日（金）午前８時１５分
◇長崎　８月９日（月）午前１１時２分
　また、８月１５日（日）は、戦没者を追悼し平和を祈念する日です。正午
に１分間の黙とうをささげましょう。

【市民映画会】

○と　き　８月２０日（金）午後１時３０分～４時（午後１時開場）
○ところ　ハーモニーホール座間（市民文化会館）大ホール
○内　容　映画　吉永小百合主演「おとう
と」

○定　員　９００人（先着順）
○入　場　当日直接会場へ（無料）

【原爆写真パネル・平和ポスター展】

○と　き　８月２日（月）～３１日（火）午前
８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜日を
除く）

○ところ　市役所１階市民ホール
担当　　　　　　　　　　市民人権課　1０４６（２５２）８０８７　5０４６（２５２）０２２０
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